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教育費負担軽減へ向けての研究会 

学びと住まいのセーフティネット研究チーム提言の資料・参考文献 

                                  2024/09/27 

1.この点については、宮本太郎『生活保障―排除しない社会へ』（岩波書店）を

参照。 

2.この点については、小田川華子「住宅 脱商品化による保障」（埋橋孝文編『ど 

うする日本の福祉政策』ミネルヴァ書房）を参照。 

3. 図表―1 非正規雇用労働者数の推移（総務省『労働力調査』より作成） 

 

4. 45～49 歳の未婚率と 50～54 歳の未婚率の平均を示す。女性についての該当

箇所も同様である。 
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5. 図表―2 25 歳～29 歳男性未婚率の推移（「国勢調査」より作成） 

 

 

図表―3 30 歳～34 歳男性未婚率の推移（「国際調査」より作成） 

 

55.20%

65.10%

69.40%
71.80% 72.90%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

1980年 1990年 2000年 2010年 2020年

未婚率

21.50%

32.80%

42.90%

47.30% 47.40%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

1980年 1990年 2000年 2010年 2020年

未婚率



3 

 

図表―4 50 歳児男性未婚率の推移（各年の国勢調査に基づく実績値（国立社会

保障・人口問題研究所「人口統計資料集」。2015 年及び 2020 年は配偶関係不

詳補完結果に基づく。） 

 

 

図表―5 25 歳～29 歳女性未婚率の推移（「国勢調査」より作成） 
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図表―6 30 歳～34 歳女性未婚率の推移（「国勢調査」より作成） 

 

 

図表―7 50 歳時女性の未婚率の推移（各年の国勢調査に基づく実績値（国立社

会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」。2015 年及び 2020 年は配偶関係

不詳補完結果に基づく。） 

  

6.厚生労働省『国民生活基礎調査』を参照。 

7.厚生労働省『2022 年賃金構造基本統計調査』を参照。 

8.この点については「年功序列型賃金 中高年の「報酬」抑制加速」（『日本経済 

新聞』2023 年 6 月 19 日）を参照。 

 

9.10%
13.90%

26.60%

34.50% 35.20%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

1980年 1990年 2000年 2010年 2020年

未婚率

4.50% 4.30%
5.80%

10.60%

17.80%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

1980年 1990年 2000年 2010年 2020年

未婚率



5 

 

9. 図表―8 30 歳～39 歳世帯主の持ち家率の推移（総務省統計局「住宅・土

地統計調査」より作成） 

 

図表―9 40 歳～49 歳世帯主の持ち家率の推移（総務省統計局「住宅・土地統

計調査」より作成） 

 

53%
50%

43%
39.40%38.30%39.00%38.80%

35.90%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1983年1988年1993年1998年2003年2008年2013年2018年

持ち家率

71.00%

69.00%

67.40%67.00%

65.60%

62.70%

59.60%

57.90%

50.00%

55.00%

60.00%

65.00%

70.00%

75.00%

持ち家率



6 

 

図表―10 50 歳～59 歳世帯主の持ち家率の推移（総務省統計局「住宅・土地統

計調査」より作成） 

 

10.「結婚・持ち家社会」という名称と住宅政策におけるその意味づけについて、 

平山洋介『「仮住まい」と戦後日本―実家住まい・賃貸住まい・仮設住まい』 

（青土社）の第 2 章「個人化/家族化する社会の住宅政策」を参照。 

11. 1970 年代まで、大都市においては低家賃住宅として、木造アパートの供給 

が重要な役割を果たしていた。しかし、木造アパートの多くは老朽化し、再開 

発などによって取り壊されることで 1970 年代後半から減り始めた。「住宅統計 

調査」と「住宅・土地統計調査」によれば、1978 年には木造アパートは 339 万 

4300 戸あったが、2018 年には 235 万 7000 戸へと減少した。 

12.この点については川崎直宏『これからの住まい』（岩波新書）を参照。 

13. 給与住宅とは、社宅，公務員住宅などのように，会社，団体，官公庁などが 

所有又は管理して，その職員を職務の都合上又は給与の一部として居住させて 

いる住宅のこと。 
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14.図表―11 給与住宅数の推移（『住宅統計調査報告』と『住宅・土地統計調

査報告』より作成） 

 

 

また、給与住宅以外に関しても、企業の住宅制度は縮小した。就労条件総合

調査などによると、企業が負担する常用労働者一人・一か月当たりの平均の名

目住宅費用は 1996 年の 6330 円をピークとして減少し、2016 年に 3090 円とな

った。この点については、平山洋介『「仮住まい」と戦後日本―実家住まい・賃

貸住まい・仮設住まい』（青土社）を参照。2021 年にはさらに 2509 円に減少し

ている（厚生労働省「令和 3 年就労条件総合調査の概況」）。 

15. 1980 年代終盤から 2000 年代半ばにかけて、持ち家に住む世帯主 34 歳以下 

について、年収 500 万円以上の世帯は 1989 年の 48％から 1994 年の 62％に増 

えた後、バブル崩壊後の経済不況によって、2004 年には 51％に減少した。これ 

に対して、住宅ローンの 1 ヶ月当たり返済額が 7 万円以上の世帯の割合は 1989

年の 10％から、2004 年には 31％に上昇した。この結果、住宅ローン返済額の

対可処分所得比が 20％以上の世帯は、1989 年には 15％から 2004 年には 33％

に上昇した。この点については、平山洋介『都市の条件―住まい、人生、社会

持続』（NTT 出版）を参照。 

16. 1990 年代半ばから 2000 年代半ばにかけて、世帯主 34 歳以下の賃貸住宅に 
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住む世帯に関して、年収 300 万円未満の比率は 1994 年の 20％から 2004 年に 

は 28％に上昇した。これに対して、家賃支出が 5 万円以上の世帯は 1989 年の 

19％から 2004 年には 45％に増加し、家賃の対可処分所得比が 20％以上の世帯 

は 26％から 43％に増大した。この点については、平山洋介『都市の条件―住ま 

い、人生、社会持続』（NTT 出版）を参照。 

17. 1990 年代終盤から 2010 年代半ばにかけて、住宅ローンを返済している世帯 

の 1 ヶ月当たり可処分所得（平均値）は 1999 年の 50 万 1309 円から、2014 年 

の 43 万 7755 円に減少した。これに対して 1 ヶ月当たりの住居費（平均値）は 

1989 年の 5 万 3007 円から 2014 年の 7 万 9945 円に増加した。平均可処分所得 

に対する平均住居費の比率は、1989 年の 12.8％から 2014 年の 18.3％に上昇し 

た。 

また、1980 年代終盤から 2010 年代半ばにかけて、住宅ローン返済の義務を 

かかえる世帯の家計変化をみるには、アフター・ハウジング・インカム（AHI）

に着目することが重要である。AHI は可処分所得から住居費を差し引いて算出

される。住居費は下方硬直性が強いため、この点を考慮し、住居費を支払った

後に残る「より実質的な手取り収入」を表す使用として使われるのが AHI であ

る。住宅ローンを返済している持家世帯（二人以上勤労者世帯）では、AHI の

減少が著しい。その平均値は 1994 年の 42 万 7359 円から 2014 年の 35 万 7801

円へと減少した。AHI の対可処分所得比は 1989 年の 87.2％から 2014 年の

81.7％へと低下した。バブル崩壊後の経済停滞は賃金減少をもたらしたが、住

宅ローン返済の負担増が所得をより大きく減少させた。持ち家建設を推進する

政策は、その経済効果が大きい点を重要な根拠としてきた。しかし、AHI の減

少は成長後の時代における住宅購入の推進が景気対策として有効であるどころ

か、経済停滞の原因となった可能性を示唆する。この論点については、平山洋

介『「仮住まい」と戦後日本―実家住まい・賃貸住まい・仮設住まいー』（青土

社）を参照。 

18. この点については、平山洋介『「仮住まい」と戦後日本―実家住まい・賃貸 

住まい・仮設住まいー』（青土社）を参照。 

19.住宅政策提案・検討委員会編『若者の住宅問題』によれば、調査対象である 

未婚の彼らは、結婚について回答率が最も高いのは「結婚したいと思わない」 

（34.1％）であった。これに次いで、「将来、結婚したいが、結婚できるかわか 

らない」（20.3％）、「将来、結婚したいが、結婚できないと思う」（18.8％）およ 

び「わからない」（17.8％）が多い。これに対し、「結婚したいし、結婚できる 

と思うは 6.6％」、「結婚の予定がある」は 2.5％とわずかにとどまっている。回 

答者の大半が結婚の予定がなく、結婚を希望するかどうかにかかわらず、結婚 

の可能性は低いと考えている。回答者の年収は 200 万円未満と低く、預貯金な 
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どの金融資産も乏しい。経済力の弱さが、結婚意欲を減退させている可能性は 

高い。 

20.政府は家族を重視し、「単身者」を軽視する住宅政策を継続している。2006 

年に成立した住宅政策基本法に基づいて、住宅基本計画（全国計画）が 2006 年、 

2011 年、2016 年と策定された。いずれの計画においても「親子同居」や「近居 

促進」が重要な課題として設定されている。2015 年 10 月に発足した安倍晋三 

首相の第三次改造内閣は「一億総活躍社会」の実現を目指す方針を打ち出し、 

そのなかで「三世代同居・近居の環境の整備」に取り組む方針を示した。 

21.東京都「子供の生活実態調査」（2016 年）によれば、子育て世帯の 5％が、 

居室数が 2 室以下の住宅に住んでいる。小 5・中 2 の約 3 割、16-17 歳の 25％ 

が居室数 3 室以下の住宅に居住している。家の中で勉強する場所の欠如が子ど 

もの学習環境、学習時間に影響している。学びのスタートラインを平等化する 

住宅政策が必要である。 

22.この点については、「社会資本整備審議会・住宅宅地分科会」第 52 回配布資

料「住生活基本計画（全国計画）の見直しに当たっての主な論点（案）（個別論

点別）」（2020 年 6 月 26 日）を参照。 

23. 「離家」の困難にともなう「若者の自立」の困難は、学びや教育の意味を変

質させつつある。かつて、教育を受けることは子ども・若者が「自立する上で

の準備期間」としての意味をもっていた。しかし、「離家」の困難は、子ども・

若者が「自立する上での準備期間」としての学び・教育という意味を失わせつ

つある。「自立」への見通しや必要性がなければ、一人の独立した人格として思

考し、判断する力、社会を認識する力を身につける動機は生まれにくい。 

24. 高い住宅費負担と少子化の関係については、たとえばクルジョーとルリエー

ブルのフランスを対象とした研究がある（Corgeau, D and Lelievre, E  1992）。

また、若者の「離家」の時期が住宅事情と住宅政策の影響を受けていることに

ついては、ヨーロッパ諸国を対象としたマンディックの研究がある（Mandic, S 

2008）。 

25.ヨーロッパ諸国においては、脱商品化し，市場の外で供給される大量の社会 

住宅（社会賃貸住宅）は，住まいの状況を改善するうえで，重要な役割をはた 

してきた。 
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26. 図表―12 公営住宅数の推移（「住宅・土地統計調査」より作成） 

 

 

図表―13 公団・公社賃貸住宅数の推移（「住宅・土地統計調査」より作成） 

 

 

27.ヨーロッパ諸国については Housing Europe, THE STATE OF HOUSING  

IN EOROPE 2023 を参照。日本については総務庁「住宅・土地統計調査」2018 

を参照。 

28. 日本では人口が減少し、空き家が増えることから、社会住宅・非営利住宅 

など低家賃住宅の必要性は少なくなるという考え方がある。しかし、低所得の 

若者、低所得・低年金の高齢者、不安定就労の単身者、貧困なひとり親世帯は 

増加し続けている。増大した空き家には、利用不可能なレベルまで劣化してい 
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る多数の物件が含まれている。一方、市場に出ている利用可能な空き家は十分 

ではない。特に低所得の人たちが入居可能な住宅は大幅に不足している現状が 

ある。空き家率の上昇は、社会住宅・非営利住宅など低家賃住宅の必要性が減 

ることの根拠にはならない。 

29. 具体的には、尼崎市の市営住宅の空き室を居住支援などに有効活用した事例

がある。尼崎市は、2022 年４月１日から、生活困窮者などの居住支援を行うた

め、あまがさき住環境支援事業「ＲＥＨＵＬ（リーフル）」を開始した。その事

業の先駆けとして市営住宅の空き室を活用し、生活協同組合コープこうべが中

心となって創設するネットワークグループとの協定を４月１日に締結して事業

を開始した。 

 尼崎市では、耐震性に課題のある市営住宅の建て替えに当たって入居者募集

を停止していることにより、年々空き室が増加しており、自治会活動に支障が

出るなどの問題が生じている。これらの課題を解決するため、空き室を各種支

援団体や地域活動団体（以下、「対象団体」という。）の活動の場として低い料

金で提供することにより、住宅確保など経済的に困難な事情を持つ人の自立を

支援するとともに、入居者の減少を抑制して地域コミュニティの活性化を図る。 

事業スキームとしては、尼崎市は対象団体に対し、市営住宅の目的外使用を許

可し、対象団体が実施する支援事業の利用者への貸し付けや、対象団体の事務

所など活動の場として活用してもらう。 協定締結先の同ネットワークグループ

は、外国人労働者やＤＶシェルターからの住み替えなど住まい探しにお困りの

人への居住支援を実施しているが、提供できる住宅が不足しているという課題

がある。本事業の活用により、同ネットワークグループと本市が持つそれぞれ

の課題の解決を図っていく。 

地域活性化（Regional vitalization）、生活の新たなスタート（Restart）、

居住支援（Housing support)、空き家利活用（Utilization of vacant houses）、

生活支援（Life support)の頭文字をとった尼崎市の新しい事業「REHUL」は、

比較的程度の良い約 100 戸の空き家を対象とし、2022 年 4 月 1 日から子どもの

学習支援や若年女性の自立支援等を行う団体（4 戸）、外国人労働者の居住支援

団体（2戸）の使用でスタートした。枠内の戸数で、ネットワークに加入してい

る団体であればすぐに借りられ、賃料は月額 6,500円と低廉に抑えられている。

この点については、尼崎市市長定例記者会見資料「市営住宅の空き室を居住支

援などに有効活用」（2022年 3月 30日）を参照。 

30. 全国の民間賃貸住宅に住む世帯のうち、世帯所得が公営住宅原則階層にあた

る世帯数を 2018 年の「住宅・土地統計調査」のデータから試算したところ、386

万 2867 世帯であった。そこから生活保護の住宅扶助受給世帯（163 万 4350 世

帯、2019 年 4 月）を除いた家賃減免等の支援を必要とする世帯数は 222 万 8517



12 

 

世帯であった。ここから家賃補助制度を導入した場合の予算について、下記の

ような試算が成り立つ。 

月２万円（年間 24 万円）の住宅手当（家賃補助）を実施すると 

222 万 8517 世帯×24 万＝5348 億 4408 万円 

 月 3 万円（年間 36 万円）の住宅手当（家賃補助）を実施すると 

   222 万 8517 世帯×36 万円＝8022 億 6612 万円 

 月 5 万円（年間 60 万円）の住宅手当（家賃補助）を実施すると 

   222 万 8517 世帯×60 万円＝1 兆 3371 億 1020 万円 

31.文部科学省『学校基本調査』によれば、大学昼間部の自宅通学率は、国立大 

学が 2000 年の 32.3％から 2020 年の 35.7％、公立大学が 2000 年の 42.1％から 

2020 年の 43.7％、私立大学が 2000 年の 55.7％から 2020 年の 65.2％といずれ

も上昇している。なかでも私立大学の上昇率が高いことが分かる。私立大学の

学生数は全学生数の約 8 割に達していることから、私立大学の自宅通学率の上

昇は、大学生全体の自宅通学率の上昇に大きく影響する。 

32.2023 年度の 4 年制大学進学率は 57.7％、都道府県別に計算すると最高の東 

京は 77.6％、最低の宮崎は 40.1％と大きな違いがある（舞田敏彦「『大学進学率 

50％』のウラにある男女差と地域格差」Newsweek 2024 年 1 月 10 日）。 

33.地域単位の学生寮の具体的事例としては、山形市の準学生寮＜山形クラス＞

を挙げることができる。＜山形クラス＞は、学生を住宅確保要配慮者と認定し

て住宅セーフティーネット制度を活用した事例である。プロジェクトは、山形

大学・東北芸術工科大学・山形県・山形市・山形県すまい・まちづくり公社の

連携による準学生寮である。「中心市街地にある空き家や空きテナントを学生用

シェアハウスに転用。公社が建物所有者から 10 年借上げて学生向けに賃貸。住

宅セーフティーネットの専用住宅として補助金を活用」（『住宅セーフティーネ

ット制度を活用した準学生寮プロジェクト』より）。 

2023 年 8 月現在、2 棟の男子学生用シェアハウス 8 戸と、テナントビル 2 棟

を改修した女子学生用のシェアハウス 35 戸がある。入居した学生にとっては何

よりも家賃負担が安いことがメリットである。家賃は親世帯の収入による半額

の家賃補助があると 1.5 万円程度の負担となり自力で賄える。この点については、

中島明子「子どもの発達基盤としての豊かな居住空間保障を」（『経済』2023 年

11 月号、新日本出版社）を参照。 

34.東京都世田谷区では、児童養護施設等を巣立った若者の進学や社会的自立を 

支援する政策が進められている。住宅支援については、児童養護施設等を退所 

した若者のうち、特に住まいの困窮度の高い若者に対し、区内にある高齢者向 

けの借り上げ区営住宅に併設されている旧生活協力員居住室を 5住戸分用意し、 

月 1 万円の入居者負担金にて提供している。 
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35.たとえば、おかやま入居支援センターの活動がある。おかやま入居支援セン 

ターは、2009 年 3 月から岡山県内全域を対象として、障害者、刑余者、高齢者、 

ホームレス等のいわゆる「住宅弱者」と呼ばれる人々への支援を展開している 

NPO 法人である。活動目的は「住居の確保が困難な高齢者や障碍者等の物件へ 

の入居を支援すること」である。そのメンバーは弁護士、司法書士、行政書士、 

社会福祉士、精神保健福祉士、宅地建物取引業者、税理士、医師といった多様 

な専門職で構成されている。この NPO 法人の入居支援の特徴は 2 点ある。第 1 

に、支援者による居住場所の斡旋を行うのではなく、支援対象者自らが希望 

する物件を選び入居することを前提としている点である。第 2 に、入居時の保 

証人機能である。状況に応じて、法人として入居契約時の緊急連絡先や連帯お 

よび身元保証人としての役割を担っている。おかやま入居支援センターの活動 

について、詳しくは野村恭代「本人を主体として居住支援―岡山における入支 

援活動―」（日本居住福祉学会・大阪市立大学都市研究プラザ共編『居住福祉を 

切り拓く居住支援の実態』大阪公立大学共同出版会）を参照。 
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